
 縮尺  図面名  図面番号 備考  工事名
図面目録・改修特記仕様書　その１

松阪市　建設部　営繕課

（４）特記事項に記載の（標　　）内表示番号は、標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。

・適用する。　　・適用しない。　　※可能なものについては積極的に活用する。

共建築工事標準仕様書（建築工事編）（平成３１年版）（以下「標準仕様書」という。）による。

庁 舎 本 館 議 場 棟 改 修 工 事 A-01

（５．１．３）　１ 改修工法 ・既存建具がある場合：・かぶせ工法　・撤去工法（・引抜き工法　・はつり工法）

・新規に建具を設ける場合の工法及び補修範囲：　※図示による

　２ 防火戸 （５．１．４）

（５．１．５）　３ その他 ・建具見本：　　　・製作する　　※製作しない

・仮組み：　　　　・実施する　　※実施しない

・ブラインドボックス等：　　※再使用する　・再使用しない　

・防犯建物部品：　・適用する　　・適用しない （５．１．７）

　　 建具

外部に面する建具（引き戸は除く）

性能等級：　　・Ａ種　　　・Ｂ種　　　・Ｃ種

内部建具

（５．２．２）

（表５．２．１）

　４ アルミニウム製

（表５．２．２）

網目：　　※１６メッシュ     ・　

（５．２．３）　５ 網戸
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・防火戸の自動開閉機構：　※連動する　　・連動しない

・防火戸の指定：　※行う（　　　　　　　　　　　　）　・行わない

表面処理：　　・Ｂ－１種　・Ｂ－２種（・ブロンズ系　※ステンカラー）

　　　　　　　※Ｃ－１種　・Ｃ－２種（・ブロンズ系　※ステンカラー）

表面処理：　　※Ｂ－１種　・Ｂ－２種（・ブロンズ系　※ステンカラー）

気密性：　　※Ａ－３　・　

簡易気密ドアセット性能等級

　６ 樹脂製建具

防虫網：　※ステンレス製　・合成樹脂製

性能等級：　　・Ａ種　　　・Ｂ種　　　・Ｃ種

遮音性：　※Ｔ－１　・Ｔ－２　

（５．３．２）

（表５．３．１～３）

　７ 鋼製建具

水密性：　　※Ｗ－１　・　

（５．４．２）

（表５．４．１）

簡易気密ドアセット性能等級　気密性：　※Ａ－３

召合せ・縦小口包み板等：　※鋼板　・ステンレス鋼板　・アルミニウム押出形材

　８ 鋼製軽量建具 （５．５．２）

（５．５．３）

表面仕上げ：　※ＨＬ　・鏡面　・　

建具材の含水率：　・Ａ種　　※Ｂ種　　・Ｃ種

曲げ加工：　　※普通曲げ　・角出し曲げ

鍵の本数：　　　※３本１組　・　

防火防煙シャッターには危害防止機構（障害物感知装置（自動閉鎖型））を設ける。

開閉方式：　※上部電動式（手動併用）　・上部手動式

　９ ステンレス製建具 （５．６．４）

（５．６．５）

１０ 木製建具

１１ 鍵 マスターキー：　・製作しない　　※製作する

（標１６．７．２）

（５．７．４）

１２ 自動ドア開閉装置 センサー種類：　※光線スイッチ　・熱線スイッチ　・タッチスイッチ （５．８．３）

（５．１０．２）

シャッターケース：　※設置する　　・設置しない

スラットの形状：　※インターロッキング形　　・オーバーラッピング形

１３ 重量シャッター

断熱性：　※Ｈ－４　・Ｈ－５　・Ｈ－６

材料：　・鋼板　・カラー鋼板　・ビニル被覆鋼板

シャッターの種類：　・管理用　・外壁用防火　・屋内用防火　・防煙

管理用及び外壁用防火シャッターの耐風圧強度：　（　　　　　　）N/㎡

（表５．１０．１）

・防音サッシ（ドア）　（等級：　　　　）

・断熱サッシ（ドア）　（等級：　　　　）

・耐震ドアセット　　　（等級：　　　　）
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耐風圧強度：　（　　　　　　）N/㎡

電動式の場合は、保護装置及び障害物感知装置を設ける。

スラットの形状：　※インターロッキング形　　・オーバーラッピング形

セクション材料：　※スチール　・アルミニウム　・ファイバーグラス

耐風圧強度：　（　　　　　　）N/㎡

開閉方式：　・上部電動式（手動併用）　※手動式

開閉方式：　※バランス式　　・チェーン式　　・電動式

収納方式：　・スタンダード形　・ローヘッド形　・ハイリフト形　※バーチカル形

ガイドレールの材料：　※溶融亜鉛めっき鋼板　　・ステンレス鋼板

（５．１１．２）

（表５．１１．１）

（５．１１．４）

１４ 軽量シャッター

１５ オーバーヘッドドア （５．１２．２）

（５．１２．３）

（表２．２．１）

種別：　・枠組足場　※くさび緊結式足場　・移動式足場　・その他（　　　）

　　移動を行う場合、移動する物の移動先は監督職員の指示による。

（厚生労働省　平成２１年４月）の「手すり先行工法等に関するガイドライン」に

既存ブラインド、カーテン等の養生方法：　・取外し保管　　・ビニルシート養生　

固定された備品、机・ロッカー等の移動：　・行う　　※行わない

（２．３．１）　５ 既存部分の養生

（２．２．１）揚重方法：　・Ａ種　　※Ｂ種　　・Ｃ種　　・Ｄ種　　・Ｅ種

　　 運搬方法

　４ 材料、撤去材等の

（２．２．１）

（２．２．１）

養生：　※メッシュシート　・グリーンネット　・養生シート　・設けない

　３ 外部足場

　２ 内部足場 種別：　※脚立足場　　・移動足場　　・枠組棚足場

足場の定期点検記録を作成し、監督職員に提出する。

足場の組立等作業主任者、積載荷重等を足場に表示する。

床について手すり、中さん及び幅木の機能を有するものを設置する。

よるものとし、足場の組立、解体、変更の作業時及び使用時には、常時、全ての作業

足場を設ける場合には、「「手すり先行工法等に関するガイドライン」について」 （２．２．１）
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　１ 足場その他　建築工事改修仕様

　１．共通仕様

図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、すべて公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）（平成
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　適用する技能士

・鉄筋施工 ・型枠施工 ・ＡＬＣパネル施工 

・とび（鉄骨工事） ・ブロック建築 ・建築板金（屋根・とい工事）        

・石材施工       ・防水施工       ・防水施工（シーリング）

・タイル張り    ・建築大工   ・内装仕上げ施工

・左官 ・スレート施工     

・塗装（建築塗装） ・建具製作（木製建具）  

・表装（壁装作業） ・ガラス施工

・サッシ施工

・カーテンウォール施工（メタルのみ）

・造園

・内装仕上げ施工（天井鋼製下地）

（１．６．２）

・見本施工の実施　（　　　　　　　　　　　　）については見本施工を行う。

（１．６．５）

　　 測定

施工完了時に室内空気中の濃度測定を行い測定結果をまとめて報告する。

測定対象化学物質　：ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン

　　　　　　　　　　・パラジクロロベンゼン（学校環境衛生の基準）

測定対象室及び測定箇所数

（１．６．９）

測定対象室を３０分間換気し、その後５時間閉鎖する。

測定は、換気設備又は空気調和設備を稼働させたまま行う。

８時間測定（１０時３０分～１８時３０分）とする。

測定時間は、原則として２４時間とする。但し２４時間測定が行えない場合は、

測定回数は１回とする。

した年月日等を記録すること。

測定年月日、測定時刻、測定時の室温・湿度・天候、及び内装仕上げ工事の完了

測定方法　：※パッシブ採取による蒸気拡散式分析法　・厚生労働省の標準法

測　定　箇　所　数

　※各室１箇所　・各室２箇所

　※各室１箇所　・各室２箇所

　※各室１箇所　・各室２箇所

　※各室１箇所　・各室２箇所

　※各室１箇所　・各室２箇所

測　定　対　象　室

Ａ≦50 50＜Ａ≦200 200＜Ａ≦500 500＜Ａ

１ ２ ３ ４

室の床面積Ａ(㎡)

測定箇所数　　　

工事が完了したときは、「工事完成届」「完成写真」（各１部）を提出し、検査日に

完成検査を受ける。

部分払の請求をする場合は、「出来高部分検査要求書」（１部）を提出し、検査日に

出来高部分検査を受ける。

（１．７．１）

・完成図：竣工図　　　　　　　　製本３部 （１．８．１）

（１．８．２）

（２）特記事項は、・印の付いたものを適用する。

（１）項目は、番号に　　印のついたものを適用する。

　　　・印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。

　　　・印と※印の付いた場合は、共に適用する。

　２．特記仕様

（３）特記事項に記載の（　　　）内表示番号は、改修標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。

下記のものを監督職員に提出（１部）する。ネガ等は撮影業者の保管とする。

規格　　　：※キャビネ版　・四つ切パネル　・全紙パネル

撮影箇所　：外部（　　）箇所　内部　（　　）箇所

撮影業者　：監督職員の承諾する業者とする。

・電子データはRGB(フルカラー)、JPEG形式最高圧縮とし、CD-Rにて提出する。

工事写真　：各工種、工程ごとに着工前から完成まで黒板入で撮影する。

完成写真　：工事完了後、施工部分について黒板入で撮影する。

検査写真　：完成検査において、検査官立会いのもと、黒板入で撮影する。

カラーサービス版をＡ４サイズ既製品又は洋白紙に貼付け綴じ、各１部提出する。

デジタルカメラにより撮影をする場合は、データ管理を徹底する。（バックアップ）

プリンタにより印刷する場合は、表面加工紙を用い、印刷をしたサンプルを提示し、

監督職員の承諾を受ける。写真サイズはカラーサービス版程度とする。

※図示のベンチマーク（Ｂ．Ｍ）　　　ｍｍ　（現状地盤はＢ．Ｍ　　　ｍｍ）

工事施工に際し、在来部分を汚損した場合又は損傷した場合は、構造・仕上げ共、

在来にならい補修する。

・施工図（カーテンウォール）　　製本１部

・施工図（構造躯体）　　　　　　製本１部

・施工計画書（カーテンウォール）　　１部

　　資料は、建築物等の利用に関する説明書、機器取扱い説明書、機器性能試験

　　成績書、官公庁届出書類、主要な材料・機器一覧表等、各種工事施工業者一

　　覧表とし、詳細は提出時に担当監督員と協議するものとする。

（１．８．３）

改修標準仕様書（１.６.４）により報告した場合、監督職員の検査を受ける。

・電子データ（ＣＤ－Ｒ又はＤＶＤ－Ｒ）　　２枚

　　作成方法は「営繕工事電子納品要領（平成３０年版）」による。

章 項　　目 特　　　記　　　事　　　項

　１ 適用基準等

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

・建築鉄骨設計基準及び同解説（Ｐ１からＰ２９を適用）（平成１０年版）

　２ 工事実績情報

　　 の登録
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（１．１．４）請負金額が５００万円以上の元請負人は、受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報

を監督職員確認のうえ（財）日本建設情報総合センターに土曜日、日曜日、祝日等を

除き１０日以内に登録申請をする。また、「工事カルテ受領書」が届いた場合は、そ

の写しを直ちに監督職員に提出する。なお、変更契約日と工事完了日の間が、１０日

に満たない場合は、変更契約時の提出を省略できるものとする。

　３ 概成工期 施工期間：　※契約工期の１週間前までとする。

　４ 電気保安技術者 ・適用する。　　　　・適用しない。

（１．２．１）

（１．３．３）

　５ 施工条件

※建築工事標準詳細図（平成２８年版）　　　　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

※工事写真の撮り方（平成２４年版）建築編　　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

                                                  建設大臣官房官庁営繕部監修

施工計画書及び承認図その他施工時に伴う書類で少量なものに関しては、着工時に

先立ってＡ４サイズの厚閉じファイルを提出の上ホッチキス留めにて提出するもの

とし、完成時に再度提出書類を引き取りインデックスを付けて提出する。

工事書類ファイルが３冊を超えるものに関しては、段ボールボックス（ゼネラル株

式会社　easy cabinet Ａ４用　EC-001）に入れて提出すること。

２２ 工事書類

１３ 技能士

１４ 施工の検査等

１５ 化学物質の濃度

１６ 工事検査

１７ 完成時の提出図書

１８ 竣工写真

１９ 工事写真

２０ 設計ＧＬ

２１ 養生その他

２３ 市内企業等優先使用 ・本工事において、下請け契約を締結する場合には、当該契約の相手方は松阪市内に本店（建設業法に

　おいて規定する主たる営業所を含む）を有する者の中から選定するよう配慮すること。

・本工事に使用する建設資材について、規格・品質等の条件を満足する者については、松阪市内産資材を

　優先使用するよう配慮すること。

・本工事で使用する建設資材の調達にあたっては、極力松阪市内の取扱業者から購入するよう配慮すること。

３１年版）による。（以下「改修標準仕様書」という。）ただし、改修標準仕様書に記載のない事項は、公

※公共建築工事標準仕様書（建築工事編）（平成３１年版）

・竣工引継書（保全に関する資料）　　　　製本1部

　　　　　　表紙を設け、「工事写真」「工事名」「受注者名」を記入する。

　　　　　　表紙を設け、「完成写真」「工事名」「受注者名」を記入する。

　　　　　　表紙を設け、「検査写真」「工事名」「受注者名」を記入する。

　６ 近隣等との折衝

着工前に十分説明を行い、施工中は苦情を受けないように努力する。

　７ 発生材の処理等

建築工事における建設副産物管理マニュアルに従い適切に処理する。

・特別管理産業廃棄物　※無　・有（　　　　　） 処理方法（　　　　　　　）

・現場において再利用をはかるもの（　　　   　   　　　　　　　　　　　　）

・再生資材の利用を図るもの（　　 　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　）

上記以外のものは、建設工事に係わる資材の再資源化等に関する法律｛（平成１２年

法律第１０４号）以下「建設リサイクル法」という。｝に基づき、特定建設資材の分別

解体等及び再資源化等の実施について適正な措置を講ずることとする。

　８ 建設副産物情報

　　 交換システム

本工事は、建設副産物情報交換システム（以下「システム」という。）の登録対象

合は速やかに当該システムにデータの入力を行うものとする。

尚、これにより難い場合には、監督職員と協議しなければならない。

　９ 環境への配慮 松阪市の環境方針に基づき、環境に配慮した工事の推進を図る。

国等による環境物品等の調達の推進に関する法律（グリーン購入法）により、環境負

荷を低減できる材料を選定するように努める。

（１．４．１）

使用する材料の選定に当たっては、揮発性有機化合物の放散による健康への影響に配慮する。

低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規定に基づき、指定された建設機械を使用する。

１０ 材料の品質等 使用する材料等は、設計図書に定める品質及び性能を有するものとする。

ただし、ＪＩＳ及びＪＡＳのマーク表示のない材料等を使用する場合は、設計図書に

定める品質及び性能を有することの証明となる資料等又は外部機関が発行する資料等

の写しを、監督職員に提出して承諾を受ける。

標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法は、当該製品の指定工法による。

材料の色、柄等については、監督職員の指示を受け、見本を提示し、承諾を受ける。

（１．４．２）

１１ 施工数量調査

  調査項目：　ひび割れ部、はがれ及びはく落部、浮き部

  調査範囲：　※全面　  ・一部（　　　　　　　　　　）

（１．５．２）

　調査方法：　目視及びミリスケール等    足場：　※枠組　・ゴンドラ　・脚立

　報告書：　　監督職員に１部提出する。

　　　　　　　　（立面図等に記載　必要に応じて写真を添付する。）

・外壁改修　　・屋上防水改修

　調査のための破壊部分の補修方法：　※図示　　・　 （１．５．３）

・引渡しを要するもの（                               ）

近隣等との折衝に関しては、改修標準仕様書１．３．７によるほか、 （１．３．７）

工事目的物及び工事材料等については以下の保険に付す。

保険期間　　※工事着手から工事目的物引渡しまで

保険の目的　　※火災保険　　　※建設工事保険　　　※請負業者賠償責任保険

１２ 火災保険等

建設副産物に関しては、標準仕様書１．３．１１によるほか、 （１．３．１２）

工事であり、受注者は、施工計画作成時、工事完了時及び登録情報の変更が生じた場

（１．３．５）・施工時間　　　8：30　～　17：00　とする。

・搬出入時間　　8：30　～　17：00　とする。

本工事は執務並行改修となるため、施工にあたり施設管理者と十分調整を行うこと。

　・出勤・退勤時間は監督職員と協議の上避けること。

上記以外の時間に施工する場合は、監督職員の承諾を受ける。

・施工順序　　　※指定なし　　・（　　　　　）から行う。

・駐車場　　　　※敷地内　　　・図示

・資材置場　　　※敷地内　　　・図示

・休日　　　　・土曜日　※日曜日　・祝日　とする。ただし、騒音振動が発生する

作業、資材等の搬出入は休日に行うこととし、適切に代休等を確保すること。

　　　　　　・　　12/26 ～ 2/28　とする。

各ガラスの厚さ・種類・区分等は、設計図書による。

ガラス留め材：　※シーリング　　・ガスケット

熱線反射ガラスの映像調整：　・行う　　・行わない

表面形状

・プレーン

・　　　　

呼び寸法(mm) 色調 防火認定

・１４５×１４５×９５

・　　　　　　　　　　

・クリア　　・乳白

・熱線反射　　　　

※なし　　

・防火設備

壁用金属枠、補強材及び金属製化粧カバー等は、設計図書による。

名称 種類 張り面 性能値

※内張り

・外張り

※飛散防止率　Ｄ１

・

※ガラス飛散防止フィルム ※第２種

・　　　 ・飛散防止率　Ｄ２

JIS A 5759によるものとする。

（５．１３．２）

（５．１３．４）

１６ ガラス

１７ ガラスブロック

１８ ガラス用フィルム

（５．１３．５）

　
　
　
６
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内
　
装
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合成樹脂塗り床材の除去：　・機械的除去工法　　※目荒し工法 （６．２．２）

改修後の床の清掃：　※行う（※改修端部より１ｍ程度　　・図示）　・行わない

　１ 既存床の撤去並

　　 びに下地補修

撤去、復旧、移設等の作業の際、既設流用するケーブル等を損傷させないよう留意すること。

　４ 木下地等

（６．１．３）間仕切壁撤去に伴う天井、床の補修範囲：　　※壁厚程度　　・図示

間仕切壁撤去に伴う他の構造体の補修：　　　※モルタル塗り　　・　 （６．３．２）

天井撤去に伴う壁面の改修：　　※既存のまま　　・　 （６．１．３）

　　 びに下地補修

　２ 既存壁の撤去並

　　 びに下地補修

（６．４．２）

　３ 既存天井の撤去並

見え掛り面の表面仕上げの程度：　・Ａ種　　※Ｂ種　　・Ｃ種 （６．５．１）

工場現場搬入時の含水率：　※Ａ種　　・Ｂ種 （６．５．２）

・代用樹種を適用しない箇所（　　　　　　　　　　　　　　　　）

・保存処理木材の適用箇所　（　　　　　　　　　　　　　　　　）

天井内の既存壁撤去に伴う天井の仕上げ：

天井内の既存壁撤去に伴う天井の改修範囲：　※両側600mm程度　　・図示

※既存仕上げ程度　　・図示

合板の種類 厚さ(mm)

・構造用合板

接着の程度

※１類

・２類

・３類

・特類

※１類

樹種

　表面の品質

・１級

※２級

　広葉樹 ・１等 ※２等

　針葉樹　※ C-D

材面の品質

１２．０ ※ C-D

・　

・普通合板　

・床張り用合板等 （６．５．２）

・パーティクルボード

ボードの種類

・素地

厚さ(mm)

１５．０

接着の程度

・18 ※13 ※Ｐ又はＭ

・単板張り １５．０ ※30-15 ※Ｐ又はＭ

ホルムアルデヒド放射量

※Ｆ☆☆☆☆

・Ｆ☆☆☆　

曲げ強さ

（６．５．２）

・防腐処理（適用箇所：　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・防蟻処理（適用箇所：　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

防蟻剤は、クロルピリホスを含有しないものとし、監督職員の承諾するものとする。

表面処理用木材保存剤は、環境に配慮したものとし、監督職員の承諾するものとする。

野縁等の種類：　屋内　※１９型　・２５型

　　　　　　　　屋外　・１９型　※２５型

　５ 軽量鉄骨天井下地 （６．６．２）

（表６．６．１）

既存の埋込みインサート：　・使用する　　　※使用しない （６．６．４）

あと施工アンカーの引抜き試験：　・行う　　　※行わない

・屋内の耐震補強：

※あり（室名：　　　　　　　　　　　　　　　）　・なし

（　・ブレス補強　・ハンガービス止め　・クリップビス止め　）

・屋外の耐風圧補強：　・なし　※あり

※再使用を行う場合は、吊ボルトの引抜き試験により強度確認を行うこと

　６ 軽量鉄骨壁下地 スタッドの高さが５．０ｍを超える場合

※必要に応じ補強部材を追加する　・監督職員と協議する

（６．７．３）

　７ 接着剤 接着剤のホルムアルデヒドの放散量は、Ｆ☆☆☆☆とする。

種類 色柄 厚さ(mm) 継目 備考
　８ ビニル床シート （６．８．２）

※ＦＳ ※無地 ※２．５ ※溶接　

・ＨＳ ・柄物 ・２．０ ・突付け

・ビニル幅木 厚さ(mm)：　※１．５　・　　　　　高さ：　※６０　・　　

寸法 種類 厚さ(mm)　９ ビニル床タイル （６．８．２）

※３００×３００ ※コンポジションビニル床タイル 半硬質 ※２．０

・４５０×４５０ ・コンポジションビニル床タイル 軟　質 ・３．０

・　　　　　　　 ・ホモジニアスビニル床タイル　 ・　　　

・ビニル幅木 厚さ(mm)：　※１．５　・　　　　　高さ：　※６０　・　　

１２．０

公衆の見易い場所に、「工事名称・受注者名等」、「建築基準法による確認済」、

１０ 工事用電力

　９ 工事用水

構内既存の施設　：　※利用できる（・有償　※無償）　・利用できない

構内既存の施設　：　※利用できる（・有償　※無償）　・利用できない

（２．４．１）

工事現場」、「施工体系図」等を掲げる。

「建設業の許可票」、「労働保険関係成立票」、「建設業退職金共済制度適用事業主

　８ 工事看板等

（２．４．１）・設ける ：　規模(面積）　・10  ・20  ・35  ・65  ・100 m2程度

※設けない

　７ 工事監理者事務所

　合板又は石こうボードの塗装（片面）：　・行う　　※行わない

種別：　・Ａ種　・Ｂ種　※Ｃ種

（表２．３．１）

（２．３．２）　６ 仮設間仕切り

議場



 縮尺  図面名  図面番号 備考  工事名

　
　
　
６
　
章
　
　
内
　
装
　
改
　
修
　
工
　
事

松阪市　建設部　営繕課

１０ 特殊機能床材 ・帯電防止ビニル床タイル （６．８．２）

寸法(mm)：　　※５００ｘ５００ 　　　・　

厚さ(mm)：　　※４．０ 　　　　　　　・　　

帯電性能評価値（JIS A 1455）

・Ｕ値 1.2～3.1 又は帯電圧（JIS L 1023）3kV 未満

7
・Ｕ値 3.2～5.1 又は漏洩抵抗値（JIS A 1454) 0.1×10 Ω未満

・視覚障害用床タイル

寸法・材質・色等：　（　　　　　　　　　　　　　）

色柄

※無地

・柄物

工法

・グリッパー工法

※全面接着工法　

※４～６mm　・　　　　　

パイル長

※カットパイル

・ループパイル

パイルの形状

１０ カーペット敷き

（６．９．３）

（６．９．２）
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　１ 材料 ホルムアルデヒドの放散量は、Ｆ☆☆☆☆とする。

防火材料：　※屋内の壁及び天井の塗装仕上げは、防火材料とする。

　　　　　　・次の箇所を除き、防火材料とする（　　　　　　　　　　　）

使用数量計算書を添付した材料調書を作成し、監督職員に提出する。

（７．１．３）

（７．２．１）

※塗替え面積の３０％　　・　

　２ 下地調整 ・ＲＢ種の場合の既存塗膜の除去範囲：

（７．２．２）

・亜鉛めっき鋼面：　　・ＲＡ種　　※ＲＢ種　　・ＲＣ種

・鉄鋼面：　　　　　　・ＲＡ種　　※ＲＢ種　　・ＲＣ種

・木部：　　　　　　　・ＲＡ種　　※ＲＢ種　　・ＲＣ種

（７．２．３）

（７．２．４）

（７．２．５）

・コンクリート・ＡＬＣパネル面等：　・ＲＡ種　　※ＲＢ種　　・ＲＣ種

・モルタル・プラスター面：　　　　　・ＲＡ種　　※ＲＢ種　　・ＲＣ種

（７．２．６）

（７．２．７）・せっこう・その他ボード面：　　　　・ＲＡ種　　※ＲＢ種　　・ＲＣ種

（表７．３．１）

　３ 錆止め塗料塗り （７．３．２）鉄鋼面

塗り種別：　・Ａ種　　・Ｂ種　　※Ｃ種 （７．３．３）

亜鉛めっき鉄鋼面

（表７．３．２）

塗料種別：　※Ａ種　・Ｂ種　・その他（エポキシ系）

※つや有合成樹脂エマルションペイント塗り（ＥＰ－Ｇ）の場合、Ｂ種とする。

塗料種別：　・Ａ種（屋外、屋内）※Ｂ種（屋外・屋内）・Ｃ種（屋内）

塗り種別：　・Ａ種　　・Ｂ種　　※Ｃ種

※つや有合成樹脂エマルションペイント塗り（ＥＰ－Ｇ）の場合、Ｃ種とする。

（７．３．３）

　４ 屋根用塗料塗り 種別：　　※遮熱塗料　　・ウレタン系塗料　　・シリコン系塗料

塗料名：　（　　　　　　　　　　　　　）又は、同等品以上とする。

塗布量、施工方法等はメーカー仕様による。

　５ 床用塗料塗り 種別：　　※ウレタン系　　・エポキシ系　　・アクリル系　　・　

仕上げ：　※平滑仕上げ　　・防滑仕上げ

塗料名：　（　　　　　　　　　　　　　）又は、同等品以上とする。

塗布量、施工方法等はメーカー仕様による。

　１ アスベスト調査 ・アスベスト含有調査：　　　　※行う（　　　　　　　　　　）　　・行わない

・アスベスト粉じん濃度測定：　※行う（　　　　　　　　　　）　　・行わない

（９．１．１）
　
　
　
９
　
章
　
　
環
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修
　
工
　
事

材料名 厚さ(mm) 処理を行う範囲 数量(㎡)

※図示　　・　　　　

※図示　　・　　　　

工法：　※手ばらし　　・　　

工法：　・透湿型湿式外断熱工法（ＭＩＣ認定品）とする。　　・指定なし

材料：　・以下による　　・上記工法仕様による

厚さ(mm)

※ポリスチレンフォーム

・硬質ウレタンフォーム

※押出法（２種ｂ）　　・ビーズ法

材料

※現場発泡　　　　　　　　　　　

種類

※２５

・　　

既存外壁の仕上り材の撤去：　・行う　　・行わない （９．３．３）

下地面の清掃：　　　　　　　・行う　　・行わない

材料：　・低放射複層ガラス　・遮熱複層ガラス （９．４．２）

下地の欠損部の処理：　　　　※外壁改修工法の種類による　　・行わない　　　

（９．３．２）

（９．３．４）

厚さ(mm)

※ポリスチレンフォーム

・硬質ウレタンフォーム

※押出法（２種ｂ）　　・ビーズ法

材料

※現場発泡　　　　　　　　　　　

種類

※２５

・　　

材料：　※以下による　　・メーカー仕様による （９．５．２）

（９．５．３）

（９．６．２）

既存保護層：　　※撤去する　　・撤去しない （９．６．３）

既存舗装：　　※撤去する　　・撤去しない　　・一部再利用 （９．７．２）

盛土の種類：　・Ａ種　　・Ｂ種　　・Ｃ種　　・Ｄ種 （９．７．３）

（９．１．５）除去を行うアスベスト成形板の仕様

屋上緑化軽量システム：　（　　　　　　　　　　　　　　　）

芝及び地被類の種類：　　（　　　　　　　　　　　　　　　）

　２ アスベスト成形板

　　 の除去

　３ 外断熱改修工事

　４ ガラス改修工事

　５ 断熱・暴露改修工事

　６ 屋上緑化改修工事

　　 舗装改修工事

　７ 透水性アスファルト

・凍上抑制層：　　※切り込み砂利　　　　　　　　・　

・路床安定処理：　※普通ポルトランドセメント　　・　

・路床の試験：　　※路床土の支持力比試験　　　　・　

　　 フロア

　１ フリーアクセス

　・溝構法

　・支柱一体

　構法 　※パネル構法

　※支柱分離

　施工箇所

　仕上げ高さ

　寸法

　材質

　※50mm程度　　　　　・100mm程度　　 　　・150mm程度

　※500×500　　　　　・600×600　　　　　・450×450

　水平震度 　※1.0Ｇ　　　　 　　・0.6Ｇ

　耐荷重

　・樹脂製　　　　　　・スチール製　　　　・アルミダイカスト製

　※3000Ｎ　　　　　　・5000Ｎ

　表面材料 　※タイルカーペット　・帯電防止床タイル

　２ 可動間仕切 構造形式：　※スタッド式　・パネル式　・スタッドパネル式

スタッドの材質：　※スチール　　・アルミニウム

パネルの材質：　※スチール系　　・ガラス系　　・アルミニウム系　　・樹脂系

表面仕上げ：　　・焼付け塗装　　・壁紙張り
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１０

（標２０．２．２）

（標２０．２．３）

遮音性（透過損失）：　※15dB　　・30dB　　・36dB

改修特記仕様書　その２

A-02庁 舎 本 館 議 場 棟 改 修 工 事

・弾性ウレタン塗床材：　※平滑仕上げ　　・防滑仕上げ　　・つや消し仕上げ

・エポキシ樹脂塗床材：　※薄膜流し展べ仕上げ　　・厚幕流し展べ仕上げ

　　　　　　　　　　　　・樹脂モルタル仕上げ　　・防滑仕上げ

塗装

※塗装品　

・無塗装品

・塗装：　※ウレタン樹脂ワニス塗りＢ種　・オイルステイン塗り+ワックス塗り

種別：　・Ａ種　※Ｂ種　・Ｃ種　・Ｄ種

１１ 合成樹脂塗床 （６．１０．３）

１２ フローリング張り （６．１１．２）

（６．１１．３）

（６．１１．４）

（６．１１．５）

（６．１２．２）１３ 畳敷き

　　 その他のボード

　　 及び合板張り

材料 種類 厚さ(mm)

　・せっこうボード 壁 　・9.5　※12.5

天井 　※9.5　・12.5

　・防水せっこうボード 　・9.5　※12.5

　・化粧せっこうボード 　・トラバーチン模様 　※9.5（不燃）

　・木目模様 　※9.5（準不燃）

　・ロックウール化粧吸音板 　・普通 　※9　・12

　・立体模様 　※12　・15　・19

　・天然木化粧合板 　・なら　・　 　※4.2　　・6.0

　・特殊加工化粧合板 　・メラミン化粧合板 　※4.0　　・　

　・ポリエステル化粧合板 　※4.0　　・　

　・けい酸カルシウム板 　・普通　・化粧　・穴あき 　※6 ・8 ・10 ・12

　・木毛セメント板 　・硬質 ・普通 　・15　・20　・30

　・木片セメント板 　・硬質 ・普通 　・　

　・ロックウール吸音材 　※ボード ・フェルト 　※25　　・50

　・グラスウール吸音材 　※ボード ・フェルト 　※25　　・50

　・繊維板 　・硬質 ・軟質 ・ＭＤＦ 　・　

　・パーティクルボード 　・単板 ・化粧 　・　

・遮音シール材：　※アクリル系シーリング材　　・ジョイントセメント

・せっこうボードの目地工法：　※継目処理　　・突付け　　・目透し

（６．１３．２）

（表６．１３．１）

（表６．１３．５）

（６．１１．６）

 ※複合

種別

・単層

品名

※複合フローリング

・フローリングブロック１等

・モザイクパーケット１等

・フローリングボード１等

樹種

※なら

・　　

工法

・釘留め工法（Ａ種）

・釘留め工法（Ｃ種）

・接着工法　　　　　

※モルタル埋込み工法

・釘留め工法　　　　

・接着工法　　　　　

１４ せっこうボード

品質：　JIS A 6921による。

防火性能の級別：　※１級　・　

１５ 壁紙張り （６．１４．２）

下地調整：

モルタル及びプラスター面：　・ＲＡ種　　※ＲＢ種　　・ＲＣ種

（６．１４．３）

石こうボード面：　　　　　　・ＲＡ種　　※ＲＢ種　　・ＲＣ種

コンクリート面：　　　　　　・ＲＡ種　　※ＲＢ種　　・ＲＣ種

１６ モルタル塗り 既製目地材：　・使用する（形状：図示）　・使用しない （６．１５．３）

床の目地：　　※設ける　　　・設けない （６．１５．６）

１７ タイル張り

形状寸法

(mm)

釉薬きじの質 役物 色 再生材

標準 特注有無有無陶器せっ器磁器 使用
備考施工箇所

内装タイルの種類

タイルの試験張り：　※行わない　　　・行う

見本焼き：　　　　　※行わない　　　・行う

（６．１６．３）

工法：※壁タイル接着剤張り

　　　・有機質接着剤（タイプⅠ）　※有機質接着剤（タイプⅡ）

　　　・改良積上げ張り

下地及びタイルごしらえ：　※目荒し工法（高圧水洗）　　・適用しない

＃高圧水洗による目荒しは、５０ＭＰａの水圧で2.5分/m程度とする。

セルフレベリング材：　・せっこう系　※セメント系 （６．１７．２）１８ セルフレベリング

　　 塗り

（６．１６．４）

（表６．１６．５）

・帯電防止タイルカーペットの電気抵抗（Ω）

体積抵抗値（JIS K 6911）0.1×10　Ω以下
9

又は漏えい抵抗値（JIS A 1454）0.1×10　Ω未満
10

・見切り及び押え金物の材質：　※ステンレス製　　・　

・タイルカーペット

種別

※第一種

・第二種

色柄

※無地

・柄物

パイルの形状

※ループパイル

・カットパイル

寸法 総厚さ(mm)

※５００角

・　　　　

※６．５

・　　　

・タフテッドカーペット

色柄

※無地

・柄物

工法

・グリッパー工法

※全面接着工法　※５～７mm　・　　　　　

※４～６mm　・　　　　　

パイル長

※カットパイル

・ループパイル

パイルの形状

・織じゅうたん

※５～７mm　・７mm程度

　
　
　
 　
章
　
　
ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
　
及
　
び
　
そ
　
の
　
他
　
の
　
工
　
事

１０

　・固定式

　※上下式鎖内蔵型

仕様：　　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　）又は同等品以上とする。

１５ フェンス

施工箇所：　※図示による　　　・（　　　　　　　）

仕様：　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　）又は同等品以上とする。

・メッシュフェンス　　・格子フェンス

小型門扉：　・メッシュフェンス型　　・格子フェンス型１６ 門扉

施工箇所：　※図示による　　　・（　　　　　　　）

仕様：　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　）又は同等品以上とする。

大型門扉：　・アコーディオン型　　　・引戸型

仕様：　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　）又は同等品以上とする。

施工箇所：　※図示による　　　・（　　　　　　　）

可動方法：　※レール式　　　　・キャスター式

１７ 自転車置場

屋根の材質：　・ポリカボネード　　・アルミニウム　　・ガルバニュウム鋼板

柱梁の材質：　・アルミニウム　　※スチール

施工箇所：　　※図示による　　　・（　　　　　　　）

１８ サイクルラック 施工箇所：　　※図示による　　　・（　　　　　　　）

材質：　　　　・アルミニウム　　・スチール　　※ステンレス

タイプ：　　　※前輪固定式　　・スライド式　　・２段式

１９ シェルター 施工箇所：　　※図示による　　　・（　　　　　　　）

柱梁の材質：　・アルミニウム　　※スチール

屋根の材質：　・ポリカボネード　　・アルミニウム　　・ガルバニュウム鋼板

仕様：　　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　）又は同等品以上とする。

２０ 車止め柵
形式

（※標準品　・スプリング式）

材質 柱径(mm)

※φ７６．３

・ 　　　　　

※ステンレス製（鎖共）

・　　　　　　　　　　

２１ 誘導用及び

　　 注意喚起用床材

屋内：　※塩化ビニール製　　・磁器又はせっ器質タイル

屋外：　※磁器又はせっ器質タイル　・レジンコンクリート製

突起の形状・寸法及び配列はJIS T 9251による。

２２ 路盤材料 ※再生クラッシャランRC-40

・クラッシャランC-40 又はクラッシャランスラグCS-40

２３ アスファルト舗装 構成及び厚さは、（表２２．４．１）及び次による。

車道部の基層：　・あり　　※なし

アスファルトの材料：　※再生アスファルト　　・スレートアスファルト

加熱アスファルト混合物の種類（表層）：　※密粒度（１３）　・細粒度（１３）

２４ コンクリート舗装

溶接金網敷き：　・行う　　※行わない

形状及び寸法：　※径6mm　網目寸法100×100　・径6mm　網目寸法150×150

（標２２．３．３）

（標２２．４．２）

（標２２．４．３）

（標２２．５．２）構成及び厚さは、標準仕様書（表２２．５．１）による。

１４ 耐震スリット スリット形状：　※全貫通型　　 　 ・　

耐火性能：　　　・耐火型　　  　　・非耐火型

スリット幅：　　・（　　　　）mm

・手すりの種別：　　※ステンレス　・スチール　・アルミニウム （標１４．８．２）２５ 手すり

扉小口の材質：　※ステンレス製　　　　　　・アルミニウム製

表面仕上げ：　　・焼付け塗装　　・壁紙張り

パネルの材質：　※スチール系　　・ガラス系　　・アルミニウム系　　・樹脂系

スタッドの材質：　※スチール　　・アルミニウム

操作方法：　※手動式　・電動式　・部分電動式　３ 移動間仕切

　４ トイレブース パネル表面材：　※メラミン樹脂化粧板    　・ポリエステル樹脂化粧板

幅木：　　　　　※あり（ステンレス製）  　・無し（支柱）

その他、製造所仕様による

　５ 階段滑止め

（標２０．２．４）

（標２０．２．５）

（標２０．２．６）

遮音性（透過損失）：　※一般タイプ（36dB未満）　　・遮音タイプ（36dB以上）

　６ 黒板及び

　　 ホワイトボード

材種：　※黒板　　　・ホワイトボード

黒板は焼付け黒板で色は緑とし、JIS S 6007によるものとする。

ホワイトボードは、全国黒板工業連盟の「品質管理マーク」を表示しているものとする。

　７ 表示 ガラス衝突防止表示：　※設ける（アルミニウム製）　　　・設けない

室名札、ピクトグラフ、案内板等の形状などは、設計図書による。

　８ 煙突ライニング 安全使用温度：　　※４００℃　　・６５０℃

　９ ブラインド
開閉方式 スラット幅(mm)

※２本操作コード方式　

※２５　

※８０　

・１００

ヘッドボックス、ボトムレールの材種：　※アルミニウム合金製　　　・鋼製

スラット形式

※横型

・縦型 ・アルミニウム合金

・クロス　　　　　

※アルミニウム合金 ※ギヤー式　・コード式

※１本操作コード方式　

・両開き

※片開き

（標２０．２．８）

（標２０．２．１０）

（標２０．２．１１）

（標２０．２．１２）

１０ ロールスクリーン 操作方法：　※コード式（チェーン式）　　・スプリング式　　・電動式

スクリーンの柄等：　※無地　　・柄物　　・すだれ調　　・遮光

１１ カーテン及び

　　 カーテンレール
施工箇所 きれ地

ドレープ

暗幕

レース

品質等 ひだの種別

※つまひだ

・片ひだ　

※つまひだ

・片ひだ　

・片引き

・引分け

形式 装置

※なし

※ひも

・電動

・ひも

・片引き

・引分け

※無地

・柄物

※遮光１級

カーテンレールの材種：　※アルミニウム合金　　・ステンレス

１２ 点検口 ・天井点検口

枠形状

・密閉形

※一般形 ・額縁タイプ

・目地タイプ

内枠のみ額縁タイプ

形式

※アルミニウム製

・　　　　　　　

材種 寸法

※４５０角

・６００角

・　　　　

・床下点検口

材種

※４５０角

・６００角

寸法 形式

※一般形　　

・密閉形　　

・結露防止型

※屋内用　

・屋内外用

・鋼製（防錆処理）

・ステンレス製　　

※アルミニウム製　

・鋳鉄製　　　　　

（標２０．２．１３）

（標２０．２．１４）

（標表２０．２．１）

仕様：　・真ちゅう製　タイヤなし幅50mm(ナカ工業BJ-12G同等品）

仕様：　・アルミニウム製　タイヤ入り(両端フラットエンド付）幅40mm(同社BJ-40G同等品）

降下機構：　煙感知器連動及び手動開放装置（埋込型）

１３ 防煙垂れ壁 ・固定式

※網入り磨き板ガラス

・線入り磨き板ガラス

材質 厚さ(mm)

※６．８

・　　　

高さ(mm)

※５００

・　　　

備考

アルミ製枠付

・可動式

品質・規格：（財）日本建築センターの防災性能評定品

形式

・垂直降下式

　（巻取り型）

※不燃布（不燃認定品）

・　　　　　　　　　　

材質

※５００

・　　　

・回転降下式 ・鋼板製　　・アルミ製 ※５００

　ガイドレール

　　※固定式（壁埋込型）

　　・可動式（天井収納型）

・

・配管ピット蓋

材種 寸法

・ステンレス製　　 ・200*600

備考

・ステンレス把手

その他：　・パネルクリア　　・キャスター付き　

　・壁付手すり　木目調（ナカ工業　ネオウッドスリムＯ－３４Ｍｓｌ同等品）

　・自立手すり　木目調（ナカ工業　ネオウッド　ロングスパンリステ同等品）

・ＩＴＯＫＩスクリーンパネルＫタイプＦＳＫ－９４ＡＰＣ同等品
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 備考  工事名  縮尺  図面名  図面番号

松阪市　建設部　営繕課
庁 舎 本 館 議 場 棟 改 修 工 事
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 備考  工事名  縮尺  図面名  図面番号

松阪市　建設部　営繕課
庁 舎 本 館 議 場 改 修 工 事

事務局

議長席

局長席

議員席

議員席

執行部席

執行部席

演壇席質問席議員席 速記席

傍聴席 記者席

1/60 平面詳細図（既設）

A-06

（天端人研加工再利用）

階段・踊場スラブ撤去

腰壁部分撤去
（天端人研加工再利用）

階段・踊場スラブ撤去

溝ハツリ

腰壁撤去

腰壁一部撤去

机・椅子

部 位

新設絨毯敷き

既設絨毯敷き撤去　下地調整

議長席前

階段 コンクリート打設モルタル金こて仕上げ

机・椅子

机・椅子

既設撤去

速記席

議場床

議員席

衝立

再取付け（机・椅子アンカー留め）

机撤去・取外し・移設に伴う取外し・再取付け等

　 改 修 内 容

内 容

スラブコンクリート・シンダーコンクリート撤去

議員席

質問席

演壇席

演壇

質問台

既設撤去

執行部席

議員席

段差部分

床嵩上げ（Ｗ３００程度）

床下配管スペース利用

既設撤去（机：８台　椅子：２７脚）

既設取り外し（演壇として移設）（椅子１脚撤去）

既設取外し（机：５台　椅子：２４脚）

新設（机：２８台　椅子：２８脚）机アンカー固定

新設（質問台：１台　椅子：１脚）質問台アンカー固定

再取付け（質問台を移設）

机撤去・取外し・移設に伴う取外し・再取付け等

ユニット

・マイク

ト設備

コンセン 議員席・質問席・執行部席・演壇

書画

カメラ

質問席

机撤去・新設に伴う取外し・再取付け等

ＬＡＮ

設備 机撤去・取外し・移設に伴い撤去

議員席・質問席・執行部席

議員席・質問席・執行部席・演壇

⑤　　：演壇席　演壇・椅子

③　　：質問席　質問台・椅子

⑥　　：速記席　机・椅子

④　　：執行部席　机・椅子

②　　：議員席　机・椅子

①　　：議長席　机・椅子

①

② ② ②

②②

② ② ②

③

④

④

④

④

④

⑤

⑥

：カーペット撤去

キャスター付きスクリーンパネル（１８台）

Ｗ９００×Ｈ１４５０（３点支持タイプ）
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階段すべり止め
（ゴムタイヤ付き）

 備考  工事名  縮尺  図面名  図面番号

松阪市　建設部　営繕課
庁 舎 本 館 議 場 改 修 工 事 A-07

平面詳細図（改修後）1/60

議員席

議員席

事務局

局長席

議長席

執行部席

執行部席

机・椅子

部 位

新設絨毯敷き

既設絨毯敷き撤去　下地調整

議長席前

階段 コンクリート打設モルタル金こて仕上げ

机・椅子

机・椅子

既設撤去

速記席

議場床

議員席

衝立

再取付け（机・椅子アンカー留め）

机撤去・取外し・移設に伴う取外し・再取付け等

　 改 修 内 容

内 容

スラブコンクリート・シンダーコンクリート撤去

議員席

質問席

演壇席

演壇

質問台

既設撤去

執行部席

議員席

段差部分

床嵩上げ（Ｗ３００程度）

床下配管スペース利用

既設撤去（机：８台　椅子：２７脚）

既設取り外し（演壇として移設）（椅子１脚撤去）

既設取外し（机：５台　椅子：２４脚）

新設（机：２８台　椅子：２８脚）机アンカー固定

新設（質問台：１台　椅子：１脚）質問台アンカー固定

再取付け（質問台を移設）

机撤去・取外し・移設に伴う取外し・再取付け等

ユニット

・マイク

ト設備

コンセン 議員席・質問席・執行部席・演壇

書画

カメラ

質問席

机撤去・新設に伴う取外し・再取付け等

ＬＡＮ

設備 机撤去・取外し・移設に伴い撤去

議員席・質問席・執行部席

議員席・質問席・執行部席・演壇

議員席 演壇席質問席

傍聴席 記者席

④　　：執行部席　机・椅子

①　　：議長席　机・椅子

：カーペット張替え（下地補修共）

②’　：議員席　机・椅子

③’　：質問席　質問台・椅子

⑤'(③):演壇席　演壇・椅子

①

②’ ②’ ②’

②’

②’

②’②’

②’ ②’

②’

②’

②’

②’

②’

②’

②’ ②’

②’

②’ ②’

②’

②’

②’

②’

②’ ②’

②’

②’

③’

④

④

④

④

④

⑤(③)

手摺設置

階段手摺設置

階段すべり止め
（ゴムタイヤ付き）

階段すべり止め

階段すべり止め
（タイヤレス）

ラワン合板Ｔ１（ｔ１２）２重張り
二重床（鋼製束）

鋼製床組（根太クロス工法　鋼製束）
（配管スペース）

（ゴムタイヤ付き）

配管ピット蓋
ＳＵＳ製２００×６００

配管ピット取合い
ビニル巾木（ｈ１００）

階段補修

階段すべり止め
（タイヤレス）

腰壁撤去跡モルタル補修
腰壁全面硬質塩ビシート貼り貼替え
ソフト巾木貼替え

スクリーンパネル（キャスター付）キャスター付きスクリーンパネル（１８台）

Ｗ９００×Ｈ１４５０（３点支持タイプ）



階段補修(コンクリート)

 備考  工事名  縮尺  図面名  図面番号

松阪市　建設部　営繕課
庁 舎 本 館 議 場 改 修 工 事
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0

9
0
0

1
5
01
5
0

1
5
01
5
0

9
0
0

2
0
0
2
0
0
2
0
0

2
0
0
2
0
0

2
0
0
2
0
0
2
0
0

2
0
0
2
0
0

部分詳細図　　　　　Ｓ：１／１０ 断面図（現況）

断面図（改修後）

A-08
断面図（現況・改修後）　部分詳細図1/60　1/10

議長席

演壇席質問席

議員席

議員席　机・椅子新設

質問台新設

演壇移設(旧質問台)

二重床（鋼製束）

（配管スペース）

ラワン合板Ｔ１（ｔ１２）２重張り
鋼製床組（根太クロス工法　鋼製束）

カーペット張替え

階段すべり止め

階段すべり止め

腰壁硬質塩ビシート貼替え

議員席　机・椅子撤去

議長席

記者席

質問席 演壇席

速記席

階段すべり止め

(じゅうたんタイプ　タイヤレス)

ベースゴム

ピン又はビス又は接着剤固定

(ピン・ビス固定：１本につき２箇所固定)
（接着剤固定：エポキシ系接着剤固定）

1/2"ボルト

スタンド

Ｌアングル（アンカー固定）

キング用根太鋼

30×40×16×ｔ1.6

根太鋼 30×45×18×ｔ1.2

Ｌアングル（アンカー固定）

根太パット

演壇・椅子撤去

（天端人研加工再利用）
腰壁一部撤去

質問台移設（椅子撤去）

腰壁撤去

速記席　机・椅子撤去

階段・踊場スラブ撤去

議員席

カーペット撤去

1
5
0

アンダーレイ（ｔ6）

ラワン合板Ｔ1（ｔ12）

ラワン合板Ｔ1（ｔ12）



 備考  工事名  縮尺  図面名  図面番号

松阪市　建設部　営繕課
庁 舎 本 館 議 場 棟 改 修 工 事

既 設 家 具 図1/20
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（改修後）

腰側板ﾒﾗﾐﾝ化粧合板

腰側板ﾒﾗﾐﾝ化粧合板

甲板ﾒﾗﾐﾝ化粧合板

人造石研出し

甲板ﾒﾗﾐﾝ化粧合板

甲板ﾒﾗﾐﾝ化粧合板

甲板ﾒﾗﾐﾝ化粧合板

甲板ﾒﾗﾐﾝ化粧合板

甲板ﾒﾗﾐﾝ化粧合板

甲板ﾒﾗﾐﾝ化粧合板

甲板ﾒﾗﾐﾝ化粧合板

甲板ﾒﾗﾐﾝ化粧合板

甲板ﾒﾗﾐﾝ化粧合板

腰側板ﾒﾗﾐﾝ化粧合板

腰側板ﾒﾗﾐﾝ化粧合板

腰側板ﾒﾗﾐﾝ化粧合板

腰側板ﾒﾗﾐﾝ化粧合板

机甲板ﾒﾗﾐﾝ化粧板貼り
腰壁ﾒﾗﾐﾝ化粧板貼り

腰側板ﾒﾗﾐﾝ化粧板貼り

A-09

１台

１台

１台

８台

５台

議長机（補修）・速記机（撤去）

議員机（撤去） 質問台（移設）

執行部机（仮置き・復旧） 演壇（撤去）

（改修前）

速記机撤去跡補修



 備考  工事名  縮尺  図面名  図面番号

松阪市　建設部　営繕課
庁 舎 本 館 議 場 棟 改 修 工 事

1/20 新 設 家 具 図
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335
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0

25400
25

450

底面フェルト貼

議 場 椅 子議 員 席 机

質 問 台

２８台　

１台　 発言台用書見台

本体 オーク柾目突板練付合板　フラッシュ構造  

染色ウレタン塗装　3分ツヤあり塗装

本体 メラミン化粧合板

堅木無垢材　ポリウレタン塗装

ｔ３堅木無垢材　ポリウレタン塗装小口貼り

筆返し

※会議マイクユニットシステムは別途工事とする。

コロビ止め：無垢材

メラミン化粧合板本体

※会議マイクユニットシステムは別途工事とする。

　　　　　　　　可倒式名札付（名札の名入れは別途）　ペントレー付

堅木無垢材　ポリウレタン塗装筆返し

ｔ３堅木無垢材　ポリウレタン塗装小口貼り

座クッション：木枠組　ウレタンチップ・ウレタンフォ－ム入り張包み

キャスタ－付  回転ガス上下式

肘当て：無垢材  ポリウレタン塗装

底板：t15合板　張り包み

アルミ合金鋳物  合成樹脂コ－ティング  ブラック

肘枠：木枠組　ウレタンフォーム入り張包み

肘

座

脚

背クッション：成形合板芯  ウレタンチップ・ウレタンフォ－ム入り張包み

AC標準布地（KW KF）

背板：t15成形合板　ウレタンフォーム入り張包み

上張り

背

A-10

２９脚　



図面に特記無き場合は、表－２「機器標準取付高さ」による。

図面に特記無き接地極は、表－３「接地極一覧表」による。

敷地内の３箇所において、大地抵抗率の測定及び試験電極施工による接地抵抗の測定

 7.建設発生土の処分

 8.他工事との工事区分

 9.機器取付高さ

10.接地極

11.接地調査

を次により行い、その報告書を監督職員に提出する。

（報告書：大地抵抗率測定表及び解析グラフ、接地設計、工事写真等）

測定種別 測　　定　　方　　法

接地抵抗
に規定するものを用いて行う。

大地抵抗率測定器（ウェンナーの４電極法によるもの）を用いて行う。大地抵抗率

直径１４mm、長さ１５００mmの接地棒を打ち込み、JIS C1304（接地抵抗計）

12.電源周波数

13.電線類 （１）ＥＭ電線の内、規格等の定めのないものは、ハロゲン及び鉛を含まない材料で

　　　構成されたものとし、次の記号及び仕様による。

（２編　1.1.1）

仕　　　様

EM-CEE-S JCS 4258「制御用ケーブル（遮へい付）」 によるもの

EM-UTP

EM-MEES

JIS X 5150「構内情報配線システム」に準じ、絶縁材及びシースにJCS規格

によるEMケーブルの耐燃性ポリエチレンを用いたもの

JCS 4271 「マイクロホン用ビニルコード」に準じ、絶縁材及びシースにJCS

規格によるEMケーブルの耐燃性ポリエチレンを用いたもの

記　号

（２）配線記号の表記は標準図に記載されている記号を適用する。

※　６０ Ｈｚ　　　　・　５０Ｈｚ

建築工事特記仕様書による。

建築工事特記仕様書による。

 縮尺  図面名  図面番号 備考  工事名
特記仕様書　その１
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般

事

項

松阪市　建設部　営繕課
E-01

Ⅰ．工事概要

1．工事場所

2． 建物概要

建物名称 構造及び階数 延面積 消施令の適用 備　　考

仕　　様　　書

庁 舎 本 館 議 場 棟 改 修 工 事

9693.36㎡ 別表第一 15項RC造 地下1階 地上5階松阪市庁舎本館

 7.市内企業等優先使用

（１編　1.3.5） 6.近隣等との折衝 建築工事特記仕様書による。

建築工事特記仕様書による。

建築工事における建設副産物管理マニュアルに従い適切に処理する。

建設副産物に関しては、標準仕様書１．３．９によるほか、 （１編　1.3.9）

・引渡しを要するもの　　　　　　（　・金属類　　・盤類　　・電線、ケーブル　）

・現場において再利用をはかるもの（　　　   　   　　　　　　　　　　　　）

上記以外のものは、建設工事に係わる資材の再資源化等に関する法律｛（平成１２年

・再生資材の利用を図るもの　　　（　・蛍光ランプ 　　　　　　　　　）

・特別管理産業廃棄物　　　　　　（　・ＰＣＢ使用機器　　・　　　　・　　　　）

・特別管理産業廃棄物の処理方法  

　ＰＣＢ使用機器は関係法令等に従い適切に処理する。  

　　※ 照明器具安定器にＰＣＢが使用されている場合は、安定器を本体より分離し金

　　　属箱に収納し表示を付して建物管理者に引き渡す（報告書共）。

法律第１０４号）以下「建設リサイクル法」という。｝に基づき、特定建設資材の分

別解体等及び再資源化等の実施について適正な措置を講ずることとする。

 8.発生材の処理等

（１編　1.4.1） 9.環境への配慮 建築工事特記仕様書による。

本工事に使用する設備機材等は、設計図書（設備機材等選定表を含む）に規定するも

督職員の承諾を受ける。

の又は、これらと同等のものとする。ただし、これらと同等のものとする場合は、監

 10.機材等

検査及び試験を行う機材は、下記によるほか標準仕様書による。 （１編　1.4.5）

最大電力 500 kＷ 以上の場合においても、第一種電気工事士により施工を行う。

姿図の形状及び寸法は、概略を示す。

（１編　1.2.3）

　機器製作図

　制御システム図

　試験成績書

　機器・配管配線施工図

一　式

一　式

一　式

一　式

設備機材は、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明資料又は評価機関等

が発行する資料等の写しを監督職員に提出して承諾を受ける。なお、標準仕様書に規

定される製作図、試験成績書等を含む。

（１編　1.4.2）

工事が完成（指定部分に係わる完成を除く）したときは、本工事で作成する施工図等

のうち、下記の原図及び複写図（1 部）を監督職員に提出する。ただし、製作図等で

原図として提出ができないものは、原図に代わるものとしてよい。なお、施工図等の

著作権に係わる該当建物に限る使用権は、発注者に移譲するものとする。

（１編　1.5.3）

11.機材の品質・性能証明

12.機器姿図

13.機材等の検査及び試験

14.電気工事士

15.諸手続きその他

16.施工図等

17.施工の検査等

本工事に必要な諸手続きなどの費用はすべて受注者の負担とする。

建築工事特記仕様書による。

（１編　1.6.1）

（１編　1.6.2）

18.工事検査 建築工事特記仕様書による。

（１編　1.7.1）

（１編　1.7.2）

19.完成時の提出図書 建築工事特記仕様書による。

建築工事特記仕様書による。20.工事写真

（１編　1.7.3）

（１編　2.1.1） 1.足場その他

　

　

共

通

事

項

21.設計ＧＬ

22.養生その他

建築工事特記仕様書による。

建築工事特記仕様書による。

建築工事特記仕様書による。

 2.工事監理者事務所 （１編　2.1.1）建築工事特記仕様書による。

 3.工事看板等 建築工事特記仕様書による。

 5.工事用電力

 4.工事用水

（１編　2.2.1）

（２編　2.12.2）

 6.埋戻し土

建築工事特記仕様書による。

建築工事特記仕様書による。

建築工事特記仕様書による。

（２編　1.2.2）

施すものとする。

み部分は金属製としても良い。ただし、金属製とする場合は当該ボックスには接地を

なお、電力用位置ボックス類は原則として合成樹脂製とするが、コンクリート打ち込

合成樹脂製可とう電線管 (ＰＦ管) 及び付属品は、タイプ - 25 のものを使用する。14.合成樹脂管配線

最上階の天井スラブへの埋め込み配管は、原則として避けるものとする。

外気に面する壁、天井で建築工事にてＦＰ（スタイロフォーム)打込みの箇所に取付け

る位置ボックス等は保温、結露防止処理を行う。

（２編　2.2.9）

（２編　2.12.4）

ハンドホール等の鉄蓋は、鋳型流し込みで用途名を表示する。

（２編　2.12.4,5）

フラッシュプレートは、図面に特記なき場合は次による。

薄鋼電線管は表示されているものと同一外形のねじなし電線管を使用しても良い。

次の露出配管は、塗装を行う。

ケーブル配線の保護管は、標準仕様書の金属管配線、合成樹脂管配線の項による。

（　※  屋外    ※　居室　　※　機械室　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（１編　2.7.1）

紙製仮枠　　　　柱梁以外の箇所で開口補強が不要であり、かつスリーブ径が２００

　　　　　　　　ｍｍ以下の部分に用い、配管施工前に取外し、配管施工後にモルタ

　　　　　　　　ルで埋め戻す。

　　　　　　　　面にさび止め塗料を施す。

つば付鋼管製　　外壁の地中部等の水密を要する部分に用い、つば溶接後内面及び端

15.薄鋼電線管

16.電線本数・管路等

17.金属管の塗装

18.保護管

19.スリーブ

分電盤、制御盤、端子盤などの二次側以降の配管経路、電線の太さ、電線本数、管径

等は監督職員の承諾を受けて変更してもさしつかえない。

20.最上階の埋め込み配管

21.保温・結露防止

22.呼び線

23.フラッシュプレート

24.地中配線の埋設深さ等

25.ハンドホールの蓋

26.電力・電話の引き込み 電力及び電話引き込み線の引留方法、位置については電力会社及び電気通信事業者と

打ち合わせのうえ監督職員と協議により施工する。

局線の新増設移転の手続きは、本工事とする。

27.設備機器容量等

28.局線

本工事及び別契約の関連工事において設備機器容量等が相違する場合は、関連する設

備の施工及び機器製作前に監督職員と協議し、指示を受けること。

長さ１ｍ以上の入線しない電線管には、１．２ｍｍ以上の呼び線を挿入する。

地中配線で、特記なき埋設深さは０．６ｍ以上とする。また、地中配線にはケーブル

埋設標及び標識シート（１／２重ね）を設ける。

構内配電線路の用途名　（　・　電力　　　　・　　　　　）

構内通信線路の用途名　（　・　通信　　　　・　　　　　）

・　金属製（ステンレス、新金属も含む）　　・　樹脂製

（１編　2.9.1）

ビニル管(VU)　　地中部分で水密を要しない部分に用いる。

（２編　1.19.6）

（２編　1.19.6）

（１）設計用水平地震力は機器重量に、次に示す設計用水平震度を乗じたものとする。

＜施設区分＞ ・　特定の施設 ・　一般の施設

＜重要機器＞ ・　配電盤 ・　発電装置

・　直流電源装置 ・　交流無停電電源装置

・　交換機 ・　火災報知設備

・　中央監視制御装置 ・　

＜上層階の定義＞

局部震度法による建築設備機器（水槽を除く）の設計用水平震度

設　置　場　所
特 定 の 施 設 一 般 の 施 設

2.0 (2.0)

1.5 (1.5)

1.0 (1.0)

1.5 (2.0)

1.0 (1.5)

0.6 (1.0)

1.5 (2.0)

1.0 (1.5)

0.6 (1.0)

1.0 (1.5)

0.6 (1.0)

0.4 (0.6)

上層階・屋上及び塔屋

中間階

１階及び地下階

注）（　）内数値は、防震支持の機器の場合に適用する。

局部震度法による水槽類の設計用水平震度

設　置　場　所
特 定 の 施 設 一 般 の 施 設

2.0

1.5

1.5

1.5

1.0

1.0

1.5

1.0

1.0

1.0

0.6

0.6

上層階・屋上及び塔屋

中間階

１階及び地下階

重要機器 重要機器一般機器 一般機器

重要機器 一般機器 重要機器 一般機器

設備機器の固定は、次に示す事項を除き、すべて「建築設備耐震設計・施工指針 29.耐震措置

１０～１２階建ての場合は上層３階、１３階建て以上の場合は上層４階

２～６階建ての場合は最上階、７～９階建ての場合は上層２階、

（２）設計用鉛直地震力は設計用水平地震力の１／２とし、水平地震力と同時に働くものとする。

（２編　2.1.13）

 2014年版」（独立行政法人建築研究所監修）による。

・　外部固定形　　　・　内部固定形　　　・　回転形又は上下動形

タンブラスイッチは連用形（大角形）とする。

壁付コンセント（２Ｐ１５Ａ）は原則として連用形（大角形）とする。ただし、２口の

場合は複式を使用してよい。

（２編　1.3.1）

・　電池内蔵形　　　・　電源別置形

　　　　・　単相２線式　　　　　　２００Ｖ　）

分岐（　・　単相２線式　　　　　　１００Ｖ　　・　直流２線式　　１００Ｖ

幹線（　・　単相３線式　　２００／１００Ｖ　　・　直流２線式　　１００Ｖ　）
　

　

電

灯

設

備

 1.電気方式

 2.ハイテンション

   アウトレット

 3.非常用照明器具

 4.配線器具

（２編　1.5.1）

図面に特記なき場合は、表－４「蛍光灯器具の安定器の回路方式」による。 5.蛍光灯安定器・ランプ （２編　1.4.3）

発電機回路に接続されるコンセントは、原則として赤色とする。

・　目標照度設定のための各調光センサー（夜間及び日中）

・　在不在制御機能の動作及び動作時間設定のための調光人感センサー

・　タイムスケジュール制御における点滅及び調光制御の動作確認

・　外光センサーによる点滅及び調光制御のための動作確認

※上記試験項目は全数確認とする。

照明制御の総合動作試験は次に示す事項について行い、監督職員に試験成績書を提出

し、承諾をうける。

（２編　2.18.2）

　測定箇所（　※　居室　　　・　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　）

（２編　2.18.2）一般照明の照度測定　　　※　行う　　　・　行わない

埋込型蛍光灯器具、１００Ｖ以下の埋込白熱灯器具（非常用照明器具を含む）及び直

付形蛍光灯器具（２０形以上）には、定格電流１５Ａ以上の送り配線が可能な端子を

取付けるものとする。

本工事の分電盤、ＯＡ盤、実験盤で、分岐に用いる配線用遮断器及び漏電遮断器の寸

法と定格は、JIS C 8370「配線用遮断器」同付属書５「電灯分電盤用協約形配線用遮

断器」による。特記なき場合、分岐に用いる２極の配線用遮断器及び漏電遮断器は、

１極サイズのものとする。

 6.コンセント

 7.照明制御総合動作試験

 8.照度測定

 9.送り配線端子

10.分電盤等

非常用の照明装置は各室２箇所以上行う。

（２編　1.14.3）

（２編　1.8.1）

・　壁掛け形　　・　自立形　　・　総合盤に組込

回線数　　回線　

・　単独型　　・　スピーカ組込み　　・　修正器 （６編　1.7.4.4）

・　多線直接式ランプ表示盤　　・　パルス伝送式発光ダイオード表示盤

・　パルス伝送式マグネット表示盤　　・　パルス伝送式ランプ表示盤

窓数　　　窓　　　呼出機能（　※　有　　・　無　）

・　ワイヤレスマイクロホン（　・　ハンド形　　・　タイピン形　）

・　マイクスタンド（　・　卓上型　　・　スタンド型　）

（６編　1.9.4）

・　身体障害者用インターホン　　・　トイレ呼出装置　　・　音声誘導装置

（６編　1.11.3）・　ＶＨＦ　　・　ＵＨＦ　　・　ＢＳ　　・　ＣＳ　　・　ＦＭ　　・　ＡＭ

・　壁面取付形　　・　自立形 （６編　1.11.3）

支持金具等　　・　溶融亜鉛めっき　　・　ＳＵＳ３０４

・　壁掛形で特記なきものは　ＳＷ１Ｈｉ－３Ｖｃ

・　天井埋込形で特記なきものは　ＳＣ６Ｈｉ－３Ｖｃ－Ｍ （６編　1.9.3）

種類　　・　カラー用　　・　白黒用 （６編　1.13.1）

・　配管　　・　配線（　・　全部　　・　端子盤以降　）

防除工事の種別　　・　アンテナ改善対策　　・　共同受信施設対策

　　　　　　　　　・　別途

（６編　1.12.1～6）

最上階フロアのコンクリート打設前に、受信電波の電界強度測定を 3 か所以上行うこ

と。また、その報告書を監督職員まで提出すること。

（６編　2.19.3）

種類　　・　一般放送用　　・　非常放送兼用　　・　呼び出し用

型式　　・　デスク形　　・　キャビネットラック組込み　　・　壁掛形　　・　卓上形

出力制御器　　・　有（　　　回線　）　　・　無　　・　一斉回路はアッテネーターを経由

付属機器　　・　ベルタイマ　　・　チャイム　　・　プログラムタイマ

出力　　　　　Ｗ

（６編　1.7.4.2） 1.親時計

 2.子時計

 3.表示盤

 4.放送機器

 5.スピーカ

 6.マイクロホン

 7.誘導支援設備

 9.アンテナマスト

 8.アンテナ

10.電界強度の測定

11.監視カメラ装置

12.情報用配線工事

13.テレビ電波障害

   防除施設

（６編　1.10.1～9）

　

　

そ

の

他

通

信

・

情

報

設

備

下記によるほか、改修標準仕様書による。

　施工計画調査　　　　　　　　　　　　　　　　　事前調査

　調査項目（　・　　　　　・　　　　　）　　　　調査項目（　・　　　　　・　　　　　）

　調査範囲（　・　図示　　・　　　　　）　　　　調査範囲（　・　図示　　・　　　　　）

　調査方法（　・　図示　　・　　　　　）　　　　調査方法（　・　図示　　・　　　　　）

　仮設備項目（　・　受変電　　・　発電　　　・　　　　　　）

　仮設備期間（　・　図示　　　・　　　　　　　）

取外し再使用機器は絶縁抵抗測定のうえ、清掃後取付ける。

本工事施工に伴う既設設備の軽微な加工改造は、本工事とする。

仮設間仕切は、｢改修標仕｣第1編２．２．３による。種別は、下記による。

　（　・Ａ種　　・Ｂ種　　・Ｃ種　）

既存のコンクリート床、壁などの配管貫通部の穴開けは、図面に特記のない場合はダ

イヤモンドカッターによる。　Ｘ線検査は（　※　行わない。　　・　行う。　）

　範囲は監督職員の指示による。ただし、検査費は別途とする。

　

　

改

修

一

般

事

項

 1.施工調査

 2.仮設備

 3.再使用機器

 4.既設との取り合い

 5.仮設間仕切

 6.はつり

 7.非破壊検査等 　非破壊検査等による埋設物の調査（　・要　　・不要　）とする。

3．工事種目(○印の付いたものが対象工事)

4．指定部分　・  無　　　・  有

　　　　　　対象部分 :

工事種目

建物別及び屋外 工　　　事　　　種　　　別

屋外･その他

・ テレビ電波障害防除設備

・ 構内通信線路

・ 構内配電線路

・ 中央監視制御設備

・ 自動火災報知設備

・ 防犯･入退室管理設備

・ 駐車場管制設備

・ 監視カメラ設備

・ テレビ共同受信設備

・ 誘導支援設備

・ 拡声設備

・ 映像・音響設備

・ 情報表示設備

・ 構内交換設備

・ 構内情報通信網設備

・ 発電設備

・ 静止形電源設備

・ 受変電設備

・ 電熱設備

・ 雷保護設備

・ 動力設備

・ 電灯設備

　１．共通仕様

Ⅱ　工事仕様

　２．特記仕様

（２）特記事項は、・印の付いたものを適用する。

　・印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。

　・印と※印の付いた場合は、共に適用する。

（３）特記事項に記載の（　　）内表示番号は、標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。

（１）項目は、番号に　　印のついたものを適用する。

（４）特記事項に記載の（改　）内表示番号は、改修標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。

　　　なお、機械設備工事の仕様書は（　／　）図、建築工事の仕様書は（　／　）図による。

（２）機械設備工事及び建築工事を本工事に含む場合、機械設備工事及び建築工事は、それぞれの工事仕様書を適用する。

（１編　1.1.4）

章 項　　目 特　　　記　　　事　　　項

 2.工事実績情報の登録

 1.適用基準等
　

　

一

般

事

項

（１）図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、すべて公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）（平成３１年版）

　　　（以下「標準仕様書」という。）、公共建築改修工事標準仕様書（電気設備編）（平成３１年版）（以下「改修標準仕

　　　様書」という。）及び公共建築設備工事標準図（電気設備編）（平成３１年版）（以下「標準図」という。）による。

〇

〇

〇

※工事写真撮影ガイドブック（平成３０年版）電気設備編　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

建築工事特記仕様書による。

支障のない状況まで完了していること。

総合試運転を行なう上で、関連工事を含めた各工事が工期のおおむね１０日前までに

（１編　1.2.1） 3.概成工期 建築工事特記仕様書による。

（１編　1.3.2）

（１編　1.3.3）

 4.電気保安技術者

 5.施工条件

建築工事特記仕様書による。

建築工事特記仕様書による。

別途発注する音響・映像設備の調整業務の業者と調整を図ること。



 備考  工事名  縮尺  図面名

松阪市　建設部　営繕課
庁 舎 本 館 議 場 改 修 工 事

M

M

M

M

M

M

M

M

MM

M

M

M

A

M

M

M M

M

M

M

AA

A

AA

A

A

A

A

AA

A

A

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

A

A

A

A

A

A

A

A

M

A

M

A

音声設備平面図（既設）

M

M

M

M

M

A

A

A

A

M

M

M

M

M

A

A

A

A

M M

M

M

M

M

M

M

A

A

A

A

M

M

M

M

M

A

A

A

A

M

M

M

M

A

A

A

R
E
M

凡例

REM 音声操作卓、発言時間操作席

音声制御架

M

A

A 接続ケーブル（既設撤去）

接続ケーブル（既設一時取外し再取付け）

EM-EEF1.6-2C（既設撤去）

EM-EEF1.6-2C（既設流用）

会議ユニット(取外し再取付け)マイク共

事務局

議長席

演壇席質問席

局長席

議員席

議員席

議員席

傍聴席 記者席 速記席

1/60

土間スラブ溝ハツリ
配管一部切断

 図面番号

E-02

執行部席

執行部席



 備考  工事名  縮尺  図面名  図面番号

松阪市　建設部　営繕課
庁 舎 本 館 議 場 改 修 工 事

議員席

議員席

事務局

局長席

議長席

音声設備図（改修後）1/60

E-03

傍聴席 記者席 議員席 演壇席質問席

執行部席

執行部席

M

M

M

M

M

A

A

A

A

M

M

M

M

M

A

A

A

A

R
E
M

M

M

M

M

M

M

M

A

A

A

A

M

M

M

M

M

A

A

A

A

M

M

M

M

A

A

A

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

B B

B B

B

B

B

B B B

B B

B

B

B B B

B B

B B B

BB B

B

M
B

凡例

REM 音声操作卓、発言時間操作席

音声制御架

M

A 接続ケーブル（既設一時取外し再取付け）

EM-EEF1.6-2C（既設流用）

B 接続ケーブル（新設）

会議ユニット(取外し再取付け)マイク共

土間スラブ復旧
配管端部ボックス設置

　※接続ケーブル：NECネッツアイ㈱製専用ケーブル



 備考  工事名  縮尺  図面名  図面番号

松阪市　建設部　営繕課
庁 舎 本 館 議 場 改 修 工 事

映像設備平面図（既設）

65インチモニター

カメラ2

カメラ1

議会運営カメラ

既設ケーブル

カメラ4

既設ケーブル

既設ケーブル

カメラ3

機器収納棚

65インチモニター

信号変換器

書画カメラ

（取外し再取付け）

（点検口まで引抜き）

映像

操作卓
信号変換器

HDﾓﾆﾀｰ､分配器
ﾈｯﾄﾜｰｸﾃﾞｨｽｸﾚｺｰﾀﾞｰ

1/60

E-04

事務局

議長席

演壇席質問席

局長席

議員席

議員席

議員席

傍聴席 記者席 速記席

執行部席

執行部席



傍聴席 記者席

議員席

議員席

議員席

事務局

局長席

議長席

演壇席質問席

執行部席

執行部席

 備考  工事名  縮尺  図面名  図面番号

松阪市　建設部　営繕課
庁 舎 本 館 議 場 改 修 工 事

映像設備図（改修後）

既設ケーブル再配線

既設ケーブル

既設ケーブル

カメラ4

カメラ3

65インチモニター

カメラ2

カメラ1

機器収納棚

議会運営カメラ

HDﾓﾆﾀｰ､分配器
ﾈｯﾄﾜｰｸﾃﾞｨｽｸﾚｺｰﾀﾞｰ

65インチモニター

信号変換器

書画カメラ

信号変換器

映像

操作卓

1/60

E-05



 備考  工事名  縮尺  図面名  図面番号

松阪市　建設部　営繕課
庁 舎 本 館 議 場 改 修 工 事

事務局

議長席

局長席

議員席

議員席

コンセント設備平面図（既設）

執行部席

執行部席

分電盤

1 2

3 4

5 6

ヨビ ヨビ

ヨビ ヨビ

1φ3W 200V/100V

MCB15A×10

ELB30AT/50AF

1/60

E-06

演壇席 速記席質問席議員席記者席傍聴席

2

2

2

2
2

2

2

2

2

2
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

2

2

22

2

22

22

22

2

2 2 2

2 2 2

2 2 2

2 2 2

3

1

2

2

2

2 2

2

2

2 2

2

2

2

4 5 6

2

凡例

VVF1.6-2C（既設流用）

VVF1.6-2C（既設撤去）

コンセント取外し再取付け(ボックス共)

既設分電盤

結線部より一時側撤去

土間スラブ溝ハツリ

EM-CE8-3C

分電盤

機器収納棚

配管一部切断



 備考  工事名  縮尺  図面名  図面番号

松阪市　建設部　営繕課
庁 舎 本 館 議 場 改 修 工 事

議員席

議員席

事務局

局長席

議長席

執行部席

執行部席

コンセント設備図（改修後）1/60

E-07

傍聴席 記者席 議員席 演壇席質問席
2

2

2

2

2
2

2

2

2

2

2
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

2

2

3

1

4 5 6

2

2

222

2

2

2

2 2

2 2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2 2

2 2

22

2

凡例

VVF1.6-2C（既設流用）

コンセント取外し再取付け(ボックス共)

ボックス内既設ケーブル結線

土間スラブ溝復旧

既設分電盤

EM-CE8-3C

機器収納棚

分電盤

配管端部ボックス設置

EM-EEF1.6-2C（新設）



事務局

議長席

演壇席質問席

局長席

議員席

議員席

議員席

傍聴席 記者席 速記席

執行部席

執行部席

 備考  工事名  縮尺  図面名  図面番号

松阪市　建設部　営繕課
庁 舎 本 館 議 場 改 修 工 事

H
U
B

H
U
B

H
U
B

H
U
B

H
U
B

H
U
B

H
U
B

H
U
B

H
U
B

H
U
B

H
U
B

H
U
B

H
U
B

HUB

ＬＡＮ設備平面図（既設）

H
U
B

H
U
B

※既設LAN配線及びHUBを撤去する

UTP-4P(CAT5E)

凡例

スイッチングハブ

8ポート

HUB

1/60

E-08
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